
３
機
関
の
移
管
は
最
初
の
一
歩

～
移
管
の
実
現
に
向
け
果
断
な
行
動
を
～

平
成

2
3
年

７
月

１
日

関
西
広
域
連
合

（滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
徳
島
県
）
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出
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機

関
対
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委
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会

委
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橋
下
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国
出

先
機

関
の

廃
止

は
政

府
の

方
針

地
域

主
権
戦
略
大
綱

〈
22

.6
.2

2
閣

議
決

定
〉

◇
地
域
に
お
け
る
行
政
は
、
地
方
自
治
体
が
自
主
的
・総

合
的
に
実
施

「
国

と
地

方
の

役
割

分
担

の
見

直
し
を
行

い
、
国

と
地

方
を
通

じ
た
事

務
の

集
約

化
等

に
よ
る
ス
リ
ム
化

・

効
率

化
を
図

り
つ
つ
、
事

務
・
権

限
を
地

方
自

治
体

に
移

譲
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
抜

本
的

な
改

革
を
進

め
、

地
域

に
お
け
る
行

政
を
地

方
自

治
体

が
自

主
的

か
つ
よ
り
総

合
的

に
実

施
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」

◇
国

出
先

機
関

は
「
原

則
廃

止
」

「
国

の
出

先
機

関
の

抜
本

的
な
改

革
に
当

た
っ
て
は

、
改

革
の

理
念

に
沿

っ
て
、
『
原

則
廃

止
』
の

姿
勢

の

下
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見

直
す
こ
と
と
し
、
」

◇
地
方
の
発
意
に
よ
る
選
択
的
実
施

｢地
方

の
発

意
に
よ
る
選

択
的

実
施

に
よ
る
柔

軟
な
取

組
を
可

能
と
す
る
仕

組
み

を
検

討
・
構

築
す
る
。
」

「
広

域
連

合
な
ど
広

域
的

実
施

体
制

の
整

備
に
応

じ
て
、
事

務
・
権

限
の

移
譲

が
可

能
と
な
る
よ
う
な
仕

組

み
も
併

せ
て
検

討
・
構

築
す
る
。
」

ア
ク
シ
ョ
ン
・プ

ラ
ン
～

出
先

機
関

の
原

則
廃

止
に
向

け
て
～

〈2
2.

12
.2

8
閣
議
決
定
〉

◇
出
先
機
関
の
事
務
・権

限
を
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
移
譲
す
る
こ
と
を
推
進

「
出
先
機
関
単
位
で
全
て
の
事
務
・
権
限
を
移
譲
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
」
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〈
前

回
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
推

進
委

員
会

で
の
確

認
事

項
〉

「
各

地
域

か
ら
は

、
移

譲
を
希

望
す
る
出

先
機

関
を
具

体
的

に
選

定
の

上
、
提

示
を
い
た
だ
き
た
い
。

こ
れ

に
つ
い
て
は

、
移

譲
全

体
の

姿
と
、
当

面
こ
れ

と
こ
れ

と
を
欲

し
い
と
分

け
て
提

示
頂

く
こ
と
も

あ
り
う
る
」

（
2
3
.2
.1
7

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
推

進
委

員
会

で
の

逢
坂

政
務

官
の

ご
発

言
）

◇
現
実
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
段
階
的
な
移
管
も
厭
わ
な
い
。

◇
今
後
、
関
西
と
し
て
求
め
る
移
管
対
象
を
明
示
す
る
。

ま
ず
は

３
機

関
の

移
管

を
！

関
西
広
域
連
合
は
、
７
省
１
２
系
統
の
出
先
機
関

＊
の
移
管
を
目
指
す
が
、

（
＊

８
府

省
１
５
系

統
の
出

先
機

関
か
ら
、
関

西
が
対

象
と
な
ら
な
い
北

海
道

開
発

局
、
沖

縄
総

合
事

務
局

及
び
個

別
府

県
へ

の
移

管
を
求

め
る
都

道
府

県
労

働
局

を
除
く
）

■
ま
ず
は
、
次
の
３
機
関
の
移
管
を
求
め
る
。

経
済

産
業

局
中
小
企
業
支
援
対
策
を
中
心
に
広
域
連
合
や
府
県
事
務
と
関
係
が
深
い
機
関
で
、
移
管
に
よ
り
、
地
域
で
総

合
的
な
産
業
政
策
を
展
開
で
き
る
。

地
方

整
備

局
全
国
知
事
会
で
最
重
点
分
野
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
直
轄
国
道
・
河
川
等
住
民
生
活
に
直
接
影
響
す
る
基
本
的

な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
担
う
機
関
で
、
地
域
振
興
・
安
心
安
全
の
確
保
に
欠
か
せ
な
い
。

地
方

環
境

事
務

所
山
陰
海
岸
国
立
公
園
の
管
理
等
を
担
う
機
関
で
、
広
域
連
合
が
担
う
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
の
推
進
に
あ
た

り
、
移
管
に
よ
り
、
景
観
保
全
や
地
域
振
興
な
ど
総
合
的
な
行
政
を
展
開
で
き
る
。
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○
関
西
広
域
連
合
で
責
任
を
も
っ
て
３
機
関
の
事
務
・権

限
を
引
き
受
け
る
。

2
4
年
通
常
国
会
へ
の
法
案
提
出
に
向
け
、
所
要
の
法
・制

度
の
整
備
を
強
力
に

推
進

す
べ

き
。

○
関
西
広
域
連
合
で
独
自
に
Ｐ
Ｔ
（プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
）を

設
置
。

Ｐ
Ｔ
の
調
査
・ヒ

ア
リ
ン
グ
に
関
係
省
庁
・出

先
機
関
が
協
力
す
る
よ
う
指
示
を
。

○
３
機
関
の
移
管
は
第
１
ス
テ
ッ
プ
。

他
の
機
関
の
移
管
も
今
後
求
め
る
が
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
３
機
関
の
移
管
を
通
じ
、

早
期
に
改
革
の
実
を
あ
げ
る
べ
き
。

移
管

の
実

現
に
向

け
、
政

府
の

果
断

な
行

動
を
！

4

＜
国

出
先

機
関

の
課

題
＞

①
二

重
行

政
に
よ
る
ム
ダ

②
地

域
・
住

民
ニ
ー
ズ
に
柔

軟
に
対

応
で
き
な
い

③
住

民
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
如

住
民

福
祉

の
向

上
の
た
め
に
、

国
出

先
機
関
の
原
則
廃
止
と

住
民
に
よ
り
身
近
な
地

方
へ

の
移

管
を
！




